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平成 27 年６月９日 

各    位 

会 社 名  株式会社イーエムシステムズ 
代表者名  代表取締役社長  國光 浩三 

（コード番号 ４８２０ 東証 第一部） 
問合せ先  取締役執行役員管理本部長 三橋 涼子 

（ＴＥＬ ０６－６３９７－１８８８） 
 

 

内部統制システムの基本方針の一部改定に関するお知らせ 
 

当社は、平成 27 年５月１日施行の改正会社法の改正内容に鑑み、内部統制の一層の充実

を図り、業務の適正を確保することを目的に、平成 27 年６月９日開催の取締役会において、

「内部統制システムの基本方針」の内容の一部改定を決議いたしましたので、下記のとお

り改定後の内容をお知らせいたします。（改定個所は下線で示しております。） 

 

記 

 

１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための

体制 

取締役は、取締役会が決定する業務担当に基づいて法令ならびに会社規程に則り業務を

執行し、経営環境の変化に対応して経営責任を明確にするため任期を 1 年としております。

なお、取締役の職務の執行にかかる適法性を高めるため、社外取締役を配置しております。 

当社は、社内教育等を通じて法令ならびに社内ルールの周知徹底を図ることを目的とし

て、代表取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置しており、経営に係る

リスクが発生した場合において適時に開催して速やかな対応を図るとともに、これらのリ

スクによる損失を最小限にとどめるものとしております。 

当社は、業務執行者の職務執行の妥当性およびコンプライアンスの状況について調査す

るため、業務執行部門から独立した代表取締役直属の機関として内部監査室を設置してお

ります。内部監査室は、法令、定款および会社規程の遵守状態、職務の執行の手続および

内容の妥当性を定期的に監査し、その結果を代表取締役および監査役に報告しております。 

当社は、法令ならびに会社規程に違反する行為または会社に著しい損害を与える恐れの

ある事実を早期に発見、是正することを目的として内部通報体制を構築しております。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

当社は、株主総会、取締役会等の重要な会議の議事録や稟議書等の重要な文書ならびに

電磁的記録について、管理部門担当取締役を責任者として会社規程に定められた期間保存

しております。なお、取締役ならびに監査役は、必要に応じてこれらの文書を常時閲覧す

ることが可能です。 
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３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社は、コンプライアンス体制を有効に機能させることを目的として会社規程を制定し、

平常時からリスクの低減および危機の未然防止に努めるとともに、重大な危機が発生した

場合の即応体制を整備・維持しております。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役会は、業務執行にかかわる重要事項の意思決定ならびに取締役の経営計画に基づ

いた業務執行状況の監督を適切に行うことを目的として毎月１回以上開催しており、原則

として全取締役および全監査役が出席しております。 

当社は、取締役会の意思決定機能ならびに業務執行機能の分離を目的として執行役員制

度を導入しております。さらに毎月１回開催される本部長会議において業務執行状況の確

認ならびに経営戦略の立案、審議を行っております。 

 

５．当社ならびに子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制 

当社は、子会社の経営についてはその自主性を尊重しつつも、会社規程に基づいて当社

への事業内容ならびに会計記録の定期的な報告を義務づけており、必要に応じて適正な助

言を行っております。 

子会社からの重要案件については、当社を含めて事前協議を行うとともに、子会社から

起案された重要な稟議書については、当社の管理部門担当取締役にも回覧されており、企

業グループ全体としての情報共有に努めております。 

当社の内部監査室は、定期的に子会社における法令、定款ならびに会社規程の遵守状態、

職務の執行の手続および内容の妥当性を監査しており、当社同様、被監査部門に対して問

題点の是正または改善を勧告しております。 

 

６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立

性に関する事項 

取締役会は、監査役が配置を求めた場合は、協議のうえ監査役の業務補助のための使用

人を配置することとします。なお、その期間中は指名された使用人への指揮権は監査役に

委譲されるものとしており、その使用人の人事配置や人事考課等については、監査役の事

前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保します。 

 

７．取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関す

る体制 

取締役および使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した

場合のほか、会社経営および事業運営上の重要事項ならびに業務執行の状況および結果に
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ついて、速やかに監査役に報告しております。 

監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を監視するため、当社グループ

の取締役会ならびにその他の重要な会議および委員会に出席し、業務執行にかかる重要な

意思決定に臨席するとともに、稟議書等の重要な文書を閲覧し、必要に応じて関係する取

締役または使用人に説明を求めております。 

当社は、監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理

由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹

底しております。 

 

８．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役は、会計監査人と定期的に情報交換を行っております。また、内部監査室との間

で事業ごとの内部監査計画について協議を行うとともに、内部監査報告書を閲覧して協議

ならびに意見交換を行い、常に連携を図っております。 

当社は、監査役がその職務について、当社に対し、会社法 388 条に基づく費用の前払い

等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該

監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を

処理しております。 

 

以 上 


